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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２４年１月１７日 １１時４０分ごろ 

発生場所 北海道広尾町十勝港島防波堤 

十勝港外北防波堤灯台から真方位０８４°８７０ｍ付近 

（概位 北緯４２°１８.１′ 東経１４３°２１.０′） 

事故調査の経過  平成２４年１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十一昭栄
しょうえい

丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２０９５３（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.８２ｍ（Lr）×３.５０ｍ×０.９９ｍ、アルミニウム合金 

 ディーゼル機関、４３５kＷ（動力漁船登録票による）、平成元年３

月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和６１年６月２７日 

  免許証交付日 平成２３年３月１４日 

         （平成２８年６月２６日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長）、軽傷 ３人（甲板員） 

 損傷 本船 船首部に凹損及び球状船首部に亀裂 

島防波堤 コンクリート堤側面に擦過痕 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員３人の計４人が乗り組み、十勝港南東方の

漁場で操業したのち、船長が単独で操舵室内において操船に当たり、

対地速力約１１ノットで自動操舵により同港に向けて北西進中、平成

２４年１月１７日１１時４０分ごろ十勝港の島防波堤に衝突した。 

本船は、衝突後、甲板員が操船して港内の係留場所に着岸した。 

乗組員は、着岸後、救急車により病院に搬送され、船長は脳出血及

びびまん性軸索損傷と、各甲板員は身体各部の打撲傷、左下腿皮膚欠

損創、口唇挫傷、左股関節痛及び頸椎捻挫とそれぞれ診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項  船長は、ふだん、降圧剤を服用していたが、そのほかに健康上の異
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 常はなく、出漁していた。また、本事故以前及び本事故当日、甲板員

は、船長の行動等に関して異常を認めなかった。 

 船長は、本事故後、脳に小さい脳出血の痕跡が認められたが、この

ことと本事故との関連は不明であった。また、船長は、本事故に起因

する記憶障害により本事故発生日時ごろの記憶を喪失した。 

 本船は、帰航中、甲板員は操舵室後方の船員室で休息をとるなどし

ており、操舵室には船長１人だけがいた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

本船は、十勝港南東方沖を同港に向けて帰航中、船長が単独で操船

に当たっていたところ、同港の島防波堤に衝突したものと考えられる

が、船長の記憶喪失により、衝突に至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因  本事故は、本船が、十勝港南東方沖を同港に向けて帰航中、同港の

島防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




